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皆様のご意見、ご要望がありましたらお寄せください。

本誌の主な内容　　　　　　　　　　　
●令和元年度福江商工会議所臨時議員総会開催
●国民年金基金のお知らせ
●中小企業相談所からのお知らせ　〜融資制度について〜
　◦小規模事業者経営改善資金融資制度　マルケイ資金
　◦日本政策金融公庫　国の教育ローン

　◦五島市中小企業振興資金融資制度
●福江商工会議所青年部会員募集
●知って得するビジネスマナー
●五島警察署からのお知らせ

イベントのお知らせ
◎12月11日〜25日…福江商店街連盟歳末大売出し
◎12月22日…第36回鬼岳マラソン大会

平成から

令和の御代へ
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　去る10月30日(水)に観光ビルはたなかにおいて臨時議員総会が開催されまし
た。総会の冒頭で清瀧会頭は、「三年の任期を振り返りみますと、『島外から資
金を呼び込み、島内からの資金の流出を止める』を命題に企画されました【交
流人口の拡大】と【再生可能エネルギーの推進】の事業達成を目指し、努力し
てまいりました。浮体式洋上風力発電の製造は法律の制定関係で半年ほど遅れ
ておりますが、着実に着工されております。これらの結果としてこの数年の島
の経済は大きく拡大しているに違いありません。しかしながら島内におきまし
ても、労働力不足は想像以上の速さで展開され、今後の課題となりました。新

しい時代に向かって役職員一丸となって、商工会議所会員のため、この厳しい時代を乗り切れるよう頑
張る所存です。役員及び議員の皆様におかれましてもご協力を切にお願い申しあげます。」と挨拶を述べ
ました。 ※挨拶文より抜粋
　総会の議案内容は以下の通りです。
　《提出議案》
　　第１号議案　２号議員選任等経過報告の件
　　第２号議案　１号議員選任の件　
　　第３号議案　３号議員選任の件
　　第４号議案　仮議長選任の件
　　第５号議案　役員選任の件
　　第６号議案　顧問選任の件
　　第７号議案　当選証書授与の件
　　第８号議案　役員会費増額の件
　　第９号議案　その他の件
　上記全ての議案が承認議決されました。

　この度、１号議員として新しく3名の方が選任されました。
◦五島市民電力㈱代表取締役、橋本武敏氏 ◦㈲心誠代表取締役、佐野誠氏 ◦海興水産㈱取締役、朝野氏
その他に、五島自動車㈱の代表取締役、三村剛孝氏が1号議員から３号議員に変更されました。
　役員選任の件については、清瀧誠司会頭が再任となり、副会頭枠が１名増員され、佐々野邦久副会頭
が再任、山下克己氏《五島水産㈱会長》、貞方英世氏《福江信用組合理事長》が新たに就任しました。ま
た事務局長の山田肇氏が専務理事に就任となりました。
　最後に再任挨拶として清瀧会頭は、「五島が全国に先駆けているのは、再生可能エネルギーの自給率。
五島の特産物を製造する事業所とも協力し、製造過程で再エネ電力を使った『再エネでできた商品』と
いう新たなブランドを立ち上げ、ＰＲしていきたい」と意気込みを語りました。

※長崎新聞10月31日記載記事より抜粋

令和元年度福江商工会議所臨時議員総会開催

会頭　清瀧　誠司氏 副会頭　佐々野邦久氏 副会頭　山下　克己氏 副会頭　貞方　英世氏

～ 新正副会頭 ～
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国民年金基金のお知らせ

加入できるのは 国民年金とセット加入です！

◆国民年金の第１号被保険者（�0歳〜60歳未満）

　　（※保険料免除の方などは除かれます。年金事務所に納付申出をすれば加入ができます）

◆国民年金に任意加入している方（60歳〜65歳未満や海外在住の方）

そのメリットは 所得税・住民税とも安くなります！

◆掛金全額が「社会保険料控除」の対象。所得税・住民税ともに安くなります。

◆受取る年金は「公的年金等控除」の対象で、遺族一時金は非課税です。

特 徴 は 終身年金が基本・掛金はお休みも！

◆掛金は、一時お休みや掛金の増口・減口もできます。

◆終身年金が基本で、万一の時はご遺族が一時金を受取れます。

◆掛金は加入時の年齢で一定額。年金額は生涯変動しません。

◆税金のおトク例◆　（課税所得金額が331万円〜695万円以下で、下記の場合）
　　掛金は年間実質約21万円となり、所得税・住民税合計で年間約９万円が軽減されます。

◆毎月の掛金と年金の受取り例◆　（若いときの加入ほど、掛金が低額です）
　35歳の男性が誕生月に１口目：A型１口＋２口目：A型２口を60歳までかけた場合
　　　　　　　　　【１口目】　　　【２口目以降】　　　　　　【合　計】

国民年金基金の年間の掛金額

約３０万円の場合

年間　約９万円　軽減！！

実質掛金は 約２１万円!

【A型１口】

12,870円

【A型２口】

12,870円

【60歳までの掛金】

２５,７４０円

⇒

＋ ＝

20,000円 20,000円
【終身お受取り】

４０,０００円
＋ ＝

お問合は　：　全国国民年金基金−長崎支部

☎０１２０−６
ロ ー ゴ 　 ヨ イ ク ニ

５−４１９２
・

⬇ ⬇ ⬇

掛金額（月額）

６５歳からの

 年金額（月額）
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　福江商工会議所青年部（福江YEG）会員募集
　福江商工会議所青年部は、会員を募集しています。
会員相互の親睦と連帯を密にし、青年経済人としての
研鑽・企業の発展・地域の振興を図ることを目的にし
て活動しています。
　また、入会すると多様な業種間の事業者と市内・県
内はもちろん、全国３万人のYEGメンバーとビジネス
サイト等で繋がりを持つことができ、企業のアピール
の場として利用することもできます。

　多方面に見聞を広めたい方や仲間をつくりたい方なども大歓迎です。
　　　　入会希望・お問い合わせは・・・福江商工会議所　TEL. ０９５９−７２−３１０８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当：平野、吉田、荒尾までお気軽にご連絡ください。

中小企業相談所からのお知らせ

　商工会議所や商工会などの
経営指導を受けている小規模
事業者の方が、経営改善に必
要な資金を無担保・無保証人
でご利用できる制度です。

貸　付　期　間　　●運転資金/７年以内　●設備資金/10年以内
融資の対象要件
●従業員数が商業・サービス業５人以下、製造業その他にあっては20人以下の企業。
●本所地区内で１年以上営業を続けていること。
●商工会議所の経営指導を６ヵ月以上受けている個人・法人。
●所得税、法人税、事業税及び都道府県民税や市町村民税を原則として完納している方。
　（注）商工業者であり、かつ㈱日本政策金融公庫の非対象業種等でないこと。

資金の使いみち　 … 経営改善に必要な運転資金及び設備資金

●運転資金　▪商品・材料の仕入れ　　●設備資金　▪店舗・工場などの増改築や改装
　　　　　　▪手形・買掛金の決済　　　　　　　　　 ▪事業用車両・機械などの購入
　　　　　　▪諸経費の支払 （注）他の金融機関からの借入金の返済に充てるための資金には利用できません。

マルケイ資金
【ご融資額】

運転2,000 万円
設備

以内合計

小規模事業者経営
改善資金融資制度 無担保・無保証人

●担保・保証人/不要

利率/年 1.21％
 （令和元年��月１日現在）

※利率は変更になる場合があります。

～ 融資制度について ～

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」がサポート！日本政策
金融公庫

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。

【ご返済期間】　15年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）以内の方」または「子ども３人以上

の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方」は18年以内

【お使いみち】　入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金・家賃など
【ご返済方法】　毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能）
【保　　　証】　（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能）

　詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター（０５７０−００８６５６（ナ
ビダイヤル）または（０３）５３２１−８６５６）までお問い合わせください。

【ご融資額】
お子さま350 万円
１人あたり 以内

【金　利】
年1.66％　固定金利

※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）
以内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万
円（所得346万円）以内の方」は年1.26％

（令和元年11月１日現在）
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五島市中小企業振興資金融資制度五島市の
融資制度

　五島市内の中小企業の振興を図るため、金融機関の協力を得て、中小企業者へ低利の融資を円滑に行うことに
より、中小企業の経営合理化に寄与するものです。平成29年９月１日に制度を改正し、限度額や貸付期間を拡
大しました。 
《融資対象》
　五島市内に事業所を有する中小企業者で、 次のすべてに該当するもの。 
　　１．市内で同一業種を１年以上継続して営んでいるもの
　　２．市税を完納しているもの
《融資対象業種》

　製造業（物品の加工修理業を含む。）、鉱業、土石採取業、木材伐出業、建設業、物品販売業（動植物その他
普通に物品といわないものの販売業を含む。）、物品貸付業（動植物その他普通に物品といわないものの貸付業
を含む。）、不動産業、運送業、運送取扱業、通運事業、倉庫業（物品の寄託を受け、これを保管する業を含む。）、
電気供給業、ガス供給業、療術業、印刷業、出版業、写真業、旅館業、理容業、美容業、公衆浴場業、情報処
理サービス業、広告業、映画興行業、運動競技場業、廃棄物処理業、自動車教習所業、と畜業及び鶏卵ふ化業（人
工ふ卵設備を有するものに限る。）
《貸付限度額》　１,０００万円
《貸付期間》　運転資金…７年以内（うち据置１年）　　設備資金…10年以内（うち据置１年）
《資金用途》　事業経営に必要な運転資金および設備資金
《返済方法》　分割返済または一括返済
《連帯保証人および担保》
　　連帯保証人…特別な事情がある場合を除き、法人代表者以外の連帯保証人は不要とする。 
　　担　　　保…必要に応じ徴求する。 
《貸付利率》　運転資金… 年率1.8％（１/ ４を市が補給）　設備資金…年率1.8％（市が全額利子を補給）
《保証料率》
　　基準料率　年0.45％〜年1.90％
　　運転資金　◦保証料率0.45％の場合：0.15％市が補給　 ◦保証料率0.6％の場合：0.3％市が補給　　
　　　　　　　◦保証料率0.8％の場合：0.5％市が補給　　　◦保証料率1.0％の場合：0.7％市が補給　　
　　　　　　　◦保証料率1.15％以上の場合：0.85％市が補給
　　設備資金　保証料率と同率を市が補給
《お申込み先》

◦株式会社十八銀行福江支店 TEL:0959−72−2131　◦福江信用組合本店 TEL:0959−72−4181
◦株式会社親和銀行福江支店 TEL:0959−72−2151　◦福江商工会議所 TEL:0959−72−3108

◦五 島 市 商 工 会 TEL:0959−82−0702

アクサ生命保険株式会社
長崎支社　長崎営業所
〒850-0031 長崎市桜町4番1号長崎商工会館ビル3F
TEL095-827-6470 FAX095-828-6246
　　　　　福 江 分 室
〒853-0005 五島市末広町8-4福江商工会議所3Ｆ
TEL0959-72-6506 FAX0959-72-6506
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　経営者という立場上、多くの人から褒められたり、「すごいですね」と言われたりす

ることが多いでしょう。そんなとき、どのような返事をしていますか。肯定すると、自

意識過剰で調子に乗っているように思われそうですし、謙遜で否定しても、やりとり

がぎくしゃくしてしまいます。このようなときは、まずは「ありがとうございます」

と受け入れましょう。

　ビジネスでは、社交辞令でお世辞を言われることが多いものです。また、対面での会話のセオリーでは、

場の空気を和やかにするためのアイスブレークとして相手を褒めるということがたびたび行われます。た

とえ謙遜であっても、「すごいですね、尊敬します」と褒められたら、「いえいえ、そんなことないですよ」

と否定しては、相手の言葉を否定することになるため、「ありがとうございます」と返事をします。

　私も時折、お褒めの言葉をいただいたり、女性というだけで「女性なのに経営されているなんて、す

ごいですね」などと言われたりして複雑な気持ちになることがありますが、「ありがとうございます」と、

いったん相手の言葉を受け入れるようにしています。

　その後、相手から具体的な点を褒められたときは、「ありがとうございます」に続けて、「さらに努力

いたします」と前向きな気持ちを伝えます。現状に甘んじることなく、努力する意志を伝えれば、自分

への評価や信頼度は確実に高まるはずです。

　また、相手が取引先や目上の方の場合は、相手のサポートにも言及します。「おかげさまで」に続けて、

自分がどれほど助けられたかを伝えれば、相手を立て、互いに喜びを分かち合う表現となります。「それ、

本当に思っていますか」などと聞き返しては、かわいげがありません。冗談っぽく、照れ隠しで言った

つもりでも、相手にとって自分の発言を疑われるのは決して気分の良いものではありませんから。

　ビジネス上のお世辞や社交辞令の褒め言葉に対しても、感謝するのがマナーです。

　日本社会は、自意識過剰な態度でいると、足を引っ張ろうと考える人がいたり、否定的に見られてし

まうことがあったりするため、つい謙遜してしまいがちです。しかし、普段使う言葉は自分に染み付い

てしまいます。経営者には、どんなことがあっても目標を達成するという強い気持ちや志が必要なため、

あまり自分をへりくだり過ぎるのは考えものです。

　褒め言葉もプレゼント。〝受け取り上手〟は好かれる人です。それは、経営者にとっても必要な素養です。

人財育成トレーナー　美月　あきこ

知って得するビジネスマナー

◇美月　あきこ／みづき・あきこ
　人財育成トレーナー・ビジネスマナー講師。大学卒業後、日系および外資系航空会社にて国際線客室乗務員として17年間勤務。
現在は、人財育成トレーナーとして接遇サービス、対人コミュニケーションについての講演・研修を企業や団体にて行う。客室乗
務員時代に身につけたファーストクラス仕様のサービスを元にした、ユニークな研修が好評を博す。年間１８０回以上の研修と講
演をこなす。著書に、『ファーストクラスに乗る人のシンプルな習慣』『15秒で口説く　エレベーターピッチの達人』などがある。

五島警察署からのお知らせ

「褒められたときの上手な返し方」

毎年12月10日から16日までの１週間は、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めましょう。
拉致問題に関する詳しい情報は、下記のホームページをご覧下さい。

拉致問題対策本部　http://www.rachi.go.jp/
法務省　　　　　　http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken103.html
人権ライブラリー　http://www.jinken-library.jp/

問合先：五島警察署　０９５９−７２−８１１０


